
【参考２】 関係法令

法（第２章 森林計画等）

（開発行為の許可）

第10条の２ 地域森林計画の対象となっている民有林（第25条又は第25条の２の規定により指定

された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法（昭和31

年法律第101号）第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。）において開発

行為（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的

条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模※１をこえるものをいう。以下同じ。）を

しようとする者は、農林水産省令で定める手続※２に従い、都道府県知事の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 国又は地方公共団体が行なう場合

二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められ

る事業で農林水産省令で定めるもの※３の施行として行なう場合

※１ 政令

（開発行為の規模）

第２条の３ 法第10条の２第１項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。

一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積１ヘクタール

で、かつ道路（路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。）の幅員３

メートル

二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積０．５ヘクタール

三 前２号に掲げる行為以外の行為 当該行為に係る土地の面積１ヘクタール

※２ 規則

（開発行為の許可の申請）

第４条 法第10条の２第１項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、

都道府県知事に提出しなければならない。

一 開発行為に係る森林の位置図及び区域図

二 開発行為に関する計画書

三 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数

の同意を得ていることを証する書類

四 許可を受けようとする者（独立行政法人等登記令（昭和39年政令第28号）第１条に規定

する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人

でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関す

る定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人カード（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）の写し又はこれらに類する

ものであって氏名及び住所を証する書類

五 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、

当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分

があったことを証する書類）



六 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

七 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

※３ 規則

（開発行為の許可を要しない事業）

第５条 法第10条の２第１項第３号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該

当するものに関する事業とする。

一 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又

は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

二 軌道法（大正10年法律第76号）による軌道又は同法 が準用される無軌条電車の用に供

する施設

三 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）

四 土地改良法（昭和24年法律第195号）第２条第２項第１号に規定する土地改良施設及び

同項第２号に規定する区画整理

五 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する放送設

備

六 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第３条に規定する漁港施設

七 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する港湾施設

八 港湾法第２章の規定により設立された港務局が行う事業（前号に該当するものを除

く。）

九 道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８項に規定する一般自動車道若しくは専

用自動車道（同法第３条第１号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法

（平成元年法律第83号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するも

のに限る。）又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運

行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法

第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物

運送をするものに限る。）の用に供する施設

十 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館

十一 航空法（昭和27年法律第231号）による公共の用に供する飛行場に設置される施設で

当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確

保するため必要なもの又は同法第２条第５項に規定する航空保安施設で公共の用に供する

もの

十二 ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第13項に規定するガス工作物（同条第８項

に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。）

十三 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業

十四 工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施設

十五 自動車ターミナル法（昭和34年法律第136号）第２条第５項に規定する一般自動車タ

ーミナル

十六 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第８号に規定する一般送配電事

業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第11号の２に規定する配電事業の用に供する

同項第18号に規定する電気工作物

十七 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第15項に規定する都市計画事業（第13号

に該当するものを除く。）

十八 熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第４項に規定する熱供給施設

十九 石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号）第５条第２項第２号に規定する事



業用施設

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しな

いと認めるときは、これを許可しなければならない。

一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発

行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお

それがあること。

一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為によ

り当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により

当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当

該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

３ 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たっては、森林

の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

４ 第１項の許可には、条件を附することができる。

５ 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、

かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

６ 都道府県知事は、第１項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村

長の意見を聴かなければならない。

（監督処分）

第10条の３ 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めると

きは、前条第１項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第４項の条件に違反し

て開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第１項の許可を受けて開発行為を

した者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を

命ずることができる。

（適用除外）

第10条の４ この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するもの

その他農林水産省令で定める森林※４には適用しない。

※４ 規則

（適用除外）

第６条 法第10条の４の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法（昭和26年法律第126号）

第３条の境内地（同条第２号及び第３号に掲げる土地を除く。）たる森林（保安林又は保安

施設地区内の森林を除く。）とする。

２ 森林所有者は、その森林につき法第10条の４の農林水産大臣の指定を受けようとするとき

は、指定申請書（二通）に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

３ 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の

長に通知するものとする。


